
- 1 - 
 

別紙（諮問第 107 号） 

 
答   申 

 
１ 審査会の結論 

佐賀県知事（以下「実施機関」という。）が、令和４年 12 月１日付けで行った公

文書不存在決定は、妥当である。 

 
２ 審査請求に至る経過 
（１）公文書の開示請求 

審査請求人は、佐賀県情報公開条例（昭和 62 年佐賀県条例第 17 号）第５条の

規定により、実施機関に対して、令和４年 11 月 25 日付けで次の４件の開示請求

（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

ア 佐賀県農業試験研究センターにおいて、令和３年１月１日から同年２月 28 日

までの間に事業場で選任されている衛生管理者自身が実施した作業場等の巡視

状況又は結果が分かる資料 

イ 佐賀県農業試験研究センターにおいて、令和３年３月１日から同年４月 30 日

までの間に事業場で選任されている衛生管理者自身が実施した作業場等の巡視

状況又は結果が分かる資料 

ウ 佐賀県農業試験研究センターにおいて、令和３年５月１日から同年６月 30 日

までの間に事業場で選任されている衛生管理者自身が実施した作業場等の巡視

状況又は結果が分かる資料 

エ 佐賀県農業試験研究センターにおいて、令和３年７月１日から同年８月 31 日

までの間に事業場で選任されている衛生管理者自身が実施した作業場等の巡視

状況又は結果が分かる資料 

 
（２）実施機関の決定 
   実施機関は、本件開示請求に対して、「当該期間に衛生管理者が実施した作業

場等の巡視実績がない」ことを理由に、令和４年 12 月１日付けで本件開示請求

ごとに公文書不存在決定（以下「本件処分」という。）を行った。 
 

（３）審査請求 

審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第２条の規定により、令和４年 12 月 16 日付けで実施機関に対して審査請求

を行った。 

 

３ 審査請求人の主張の要旨 

審査請求人は、審査請求書において、概ね次のとおり主張している。 

（１） 佐賀県農業試験研究センターがある事業場の労働者数は 50 人を上回るもの
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と予想することから、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）の規定に基づ

く衛生管理者の作業場等の巡視の措置義務を事業者である実施機関は負うも

のである。労働安全衛生法第 12 条第１項では、事業者は都道府県労働局長の

免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから衛生

管理者を選任し、その者に労働者の衛生に係る技術的事項を管理さなければな

らないとされており、また、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）

第 11 条第１項で、その頻度については、少なくとも毎週１回以上とされてい

る。例えば、２（１）アの対象期間については、満８週あるので、少なくとも

毎週に１回以上の頻度で衛生管理者による職場巡視が履行されているならば、

少なくとも８件以上の巡視結果に係る資料があってしかるべきであり、このこ

とは他の対象期間においても同様である。 

 

（２） 実施機関は、佐賀県農業試験研究センターにおいて、令和３年１月１日から

同年８月 31 日までの間、産業医による作業場等の巡視の実績がないとしてい

るが、産業医による当該巡視が毎月定期的に実施されていない場合には、労働

安全衛生規則第 15 条第１項第１号の衛生管理者が行う巡視の結果に係る情報

が産業医に情報提供されてるはずである。当該提供情報である巡視結果には、

「巡視を行った衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所、労働安全衛生

規則第 11 条第１項の設備、作業方法又は衛生状態に有害なおそれがあるとき

に講じた措置の内容等の労働衛生対策の推進にとって参考となる事項」が含ま

れており、これらの情報及びその項目は多岐にわたることから、衛生管理者が

作業場等を巡視した場合には、産業医への伝達のために、当該巡視に際して作

成された資料等があってしかるべきである。 

 

以上のことから、本件処分及び提示された不存在の理由は、労働安全衛生法及び労

働安全衛生規則に違反している不合理なものであり、本件処分の対象公文書の特定が

不十分であることから、本件処分を取り消し、公文書を特定し、新たに当該文書を開

示するとの裁決を求める。 

 

４ 実施機関の主張の要旨 

実施機関は、弁明書において、令和３年１月１日から同年２月 28 日までの間、令

和３年３月１日から同年４月 30 日までの間、令和３年５月１日から同年６月 30 日

までの間及び令和３年７月１日から同年８月 31 日までの間においては、佐賀県農

業試験研究センターでは、労働安全衛生法に基づく衛生管理者による作業場等の巡

視（以下「職場巡視」という。）を行っていないとしている。 

その一方で、衛生管理者である総務課長は、毎週、佐賀県農業試験研究センター

の他部を訪問し、業務の打合せ、伝達、相談等を行っており、これは、実質的には

職場巡視を兼ねたものであったが、労働安全衛生法の規定に基づく職場巡視として

の記録を作成していなかったため、当該文書を不存在とした旨を主張している。 
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５ 審査会の判断 

審査会は、審査請求人及び実施機関の主張を踏まえて審査した結果、次のとおり

判断した。 

（１）衛生管理者による職場巡視等について 

ア 衛生管理者による職場巡視の実施義務 

労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の規定により、事業者は、労働者 50 人

以上の事業場(全業種)ごとに、都道府県の労働局の免許を受けた者その他厚生

労働省令で定める資格を有する者を衛生管理者として選任しなければならな

いとされている。この選任された衛生管理者は、衛生に係る技術的事項の管理

を担っている。このうち、職場巡視は、労働安全衛生規則第 11 条に定められ

ており、衛生管理者は、少なくとも毎週１回、職場巡視を行い、設備、作業方

法又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、労働者の健康障害を防止するた

めに必要な措置を講じなければならないとされている。 

よって、衛生管理者による職場巡視は、実施機関において実施されるべきも

のである。 

イ 衛生管理者による職場巡視の際に作成される資料 

労働安全衛生法、労働安全衛生規則等において、衛生管理者が職場巡視を

行った際に記録を義務付けるような規定や様式等は見受けられない。しかしな

がら、衛生管理者の権限及び定期巡視について、「労働安全衛生規則の施行に

ついて（昭和 47 年基発第 601 号の１労働省労働基準局長通達）」では、衛生管

理者に対して付与された衛生に関する措置として、健康に異常のある者の発見

及び処置、作業環境の衛生上の調査、作業条件等の衛生上の改善等に加えて、

衛生日誌の記載等の職務上の記録の整備等を掲げている。 

よって、衛生管理者による職場巡視の際に作成される資料は、実施機関にお

いて保有されるべきものである。 

 

（２）本件対象公文書の不存在の合理性について 

実施機関は、弁明書において、本件開示請求の対象となる文書（以下「本件対

象公文書」という。）を保有していないと説明しているので、その合理性について

検討した。 

ア 衛生管理者による職場巡視の状況等 

・ 佐賀県農業試験研究センターについては、総務課長を衛生管理者として選

任していた。 

・ 佐賀県農業試験研究センターでは、本件開示請求の対象期間（令和３年１

月１日から同年８月 31 日まで）において、衛生管理者による職場巡視が行わ

れていなかった。 

イ 不存在の合理性 

本来であれば、本件対象公文書である衛生管理者による職場巡視の状況又は
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結果が分かる資料は存在すると考えることが合理的ではある。しかし、認定し

た上記アの事実に不自然な点や矛盾はなく、また、仮に実施機関が本件対象公

文書を作成していたとして、これを秘匿しなければならないような特段の事情

も見受けられない。 

 

したがって、本件対象公文書を作成していないため不存在であるとした実施機

関の説明に不合理な点はない。 

なお、実施機関は、本件処分時においては、そもそも衛生管理者による巡視実績

がないと主張していたものについて、弁明書においては、実質的には衛生管理者に

よる職場巡視を実施し、その記録を作成していなかったため、公文書不存在決定を

行った旨を主張している。しかしながら、実施機関において、実質的に衛生管理者

による職場巡視を行っていたと主張するに足る資料・理由等の具体的な提示はなく、

また、労働安全衛生法等において、衛生管理者は、事業場の作業環境の管理、労働

者の健康管理等の責務に加え、職場巡視に際して、設備、作業方法又は衛生状態に

有害なおそれがあるときには、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置

を講ずること、衛生日誌の記載等の職務上の記録を整備することなどが求められて

いる。これらのことから、本件開示請求の対象期間において、佐賀県農業試験研究

センターでは、実質的には衛生管理者による職場巡視を実施していたとする主張に

ついては、認めることはできない。 

 

以上のことから、前記「審査会の結論」のとおり判断した。 

 

６ 審査経過 

審査会の審査経過は、次のとおりである。 

年 月 日 審 査 経 過 

令和５年２月 13 日 ・諮問実施機関から諮問書を受理 

令和５年８月 24 日 

（令和５年度第２回審査会） 
・審 議 

令和５年９月 27 日 ・答 申 

 

（参考）調査審議した佐賀県情報公開・個人情報保護審査会委員名簿 

（五十音順・敬称略）  

氏  名 役 職 名 等 備   考 

 池田 宏子 佐賀女子短期大学非常勤講師 会長職務代理者 

 城野 一憲 福岡大学法学部 准教授  



- 5 - 
 

 原  まさ代 (公社) 全国消費生活相談員協会参与  

 古川 千津子 税理士  

 松尾 弘志 弁護士 会長 

 

 


